
教第34号議案  

 

令和８年度教職員の人事異動方針について  

令和８年度教職員の人事異動方針について、以下のとおり提案する。  

令和７年10月16日提出  

神戸市教育委員会事務局 

事務局長  竹森 永敏 

 



1 

 

神 戸 市 教 育 委 員 会 

令和７年 10 月 31 日 

 

教職員人事異動方針（令和８年４月定例異動） 

 

（はじめに） 

教育委員会においては、個別最適な学びと協働的な学びの充実などにより「子供が

主役のこれからの学び」の実現を目指すとともに、いじめの未然防止や早期対応、不

登校支援、特別支援教育の充実などの「一人ひとりに応じたきめ細かな支援」を推進

しています。 

そのため、今まで以上に教職員一人一人が自らの能力の開発・向上に努めるととも

に、教職員が心身ともに健康な状態で教育活動に取り組むことができるよう、メンタ

ルヘルス対策を推進し、各校園長がリーダーシップを発揮し、働きやすい職場環境づ

くりを行うことが重要です。 

 

また、教育全体の質を高め、子供たちの健やかな成長に繋げるためには、学校園の

組織力の更なる向上が必要となります。人事当局が担う人事異動案の調整・決定にお

いては、学校園の支援や組織力の強化、人材育成等さまざまな観点から、全市的に検

討・判断し、全体最適の人事配置を行っていくことが一層求められています。 

 

さらに、昨今の全国的な教員不足への対応として、令和８年度も積極的な採用を行

っており、指導経験の浅い教員の育成が重要となる中、元管理職を含む 60 歳以上の

経験豊富な教員を指導的な立場に配置することで若手教員のさらなる育成を図るこ

とも、学校園組織力の強化には欠かせません。 

 

令和８年４月の定例人事異動においては、このような観点を踏まえながら、学校園・

事務局の体制の強化と組織の活性化を図るとともに、組織力の礎となる個々の人材に

ついてそれぞれの資質や能力、経験等を踏まえた計画的な育成を図ることができるよ

う、下記の基本方針に基づき、積極的に人事異動を行います。 

 

（基本方針） 

１．学校園の組織力の強化 

（１）全体最適の視点から適材適所の人事配置を行い、教職員一人一人の資質の向

上を図るとともに、個々の学校園の組織力を総合的に強化します。 

（２）教育現場において中核的役割を担う主幹教諭の学校間の偏在を解消し、主幹

教諭による校長・教頭に対する業務の補佐や他の教職員への指導・助言の充実

を通じて学校園のガバナンス及びマネジメントの強化を図ります。 

（３）教育活動に対して意欲的に取り組み、高い指導力を有する教員を積極的に管

理職へ登用し、学校組織の活性化を図ります。特に、管理職の業務負担の軽減

に取り組み、女性教員が管理職として活躍できる環境の構築に努めます。 
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（４）小学校における教科担任制、及び小学校・中学校における学年（チーム）担

任制を効果的・積極的に推進できるよう、配置を行います。 

（５）特別な支援等を必要とする児童生徒の増加に伴い、特別支援教育の充実を図

るため、専門的な知見や組織的対応等を相互に学び合う校種間異動・特別支援

スキルアップ交流に積極的に取り組みます。 

また、教科指導力の向上や校種間連携の推進が図られるよう、小学校・中学校

間や中学校・高等学校間等における校種間の異動を行います。    

（６）実効性のある支援を機動的に実施するため、加配等の人事配置の在り方を見

直し、現在の状況に照らして、強化や支援を必要とする学校園に対して重点的

に配置を行います。 

（７）60 歳以上の経験豊富な教員を、学級担任や教科担任、初任者研修の指導教員

等へ配置することに加え、元管理職の教員については、学校運営上特別に配慮

が必要となる学校園の支援ポスト等への配置も行い、学校園の組織力の強化を

図ります。 

 

２．教職員の計画的なキャリア形成の推進 

（１）多様な教育環境における職務経験を通じて教員としての能力の開発・向上が

図られるよう、標準的な在籍期間（５年から７年）を念頭において、学校園の

状況等を踏まえながら計画的に人事異動を行います。 

なお、定年年齢の段階的な引き上げに伴い、60 歳から定年年齢までの教員に

ついては標準的な在籍期間に基づき、学校園の状況等を踏まえて人事異動を行い

ます。また、暫定再任用教員については、全体の状況や個々人の事情を確認し、

配置先について検討します。 

（２）教育公務員として常に高い意識と意欲をもって教育活動に取り組み、能力の

開発・向上に資する研鑽を積むことができるよう、校園長は教職員一人一人の

経験や能力等に応じて校園務の分担を定めます。 

   

３．若手教員の事務局等への配置 

 30 歳代を中心とした若手教員について、学校現場以外における経験を通じて視野

を広げ見識を深めるとともに、市民ニーズを踏まえ的確に教育活動を展開できる能力

を培うことができるよう、事務局等への配置を行います。 

 

４．教育事務職員の事務局等への配置 

 小学校・中学校・特別支援学校以外における経験を通じて、教育施策に係る豊富な

知識や実務能力を備えた職員を育成するため、若年世代を中心に事務局等への配置も

行います。 


